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令
和
七
年
度

全
国
漢
文
教
育
学
会
大
会

令
和
七
年
六
月
二
二
日
（
日
）
國
學
院
大
學
渋
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

早
稲
田
大
学
先
端
社
会
科
学
研
究
所

招
聘
研
究
員

関
口
直
佑

江
戸
後
期
の
藩
校
教
育

ー
水
戸
弘
道
館
を
例
と
し
て
ー

は
じ
め
に

水
戸
の
弘
道
館
は
、
藩
主
徳
川
斉
昭
に
よ
る
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
天

保
一
二
年
（
一
八
四
一
）
の
仮
開
館
か
ら
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
ま
で
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
続

い
た
藩
校
で
あ
る
。
弘
道
館
の
敷
地
は
、
五
万
七
千
坪
（
十
七
万
八
千
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
あ
り
、

加
賀
明
倫
堂
の
一
万
七
千
八
百
二
十
坪
、
長
州
明
倫
館
の
一
万
四
千
坪
と
比
較
し
て
も
広
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
敷
地
内
に
は
、
正
庁
、
至
善
堂
、
文
館
、
武
館
、
歌
学
局
、
兵
学
局
、
音
楽
局
、
天
文
数
学

所
、
医
学
館
、
鹿
島
神
社
、
孔
子
廟
、
八
卦
堂
、
学
生
警
鐘
が
設
置
さ
れ
、
調
練
場
と
馬
場
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
施
設
か
ら
考
え
て
も
、
当
時
の
総
合
的
教
育
機
関
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
し
て

弘
道
館
の
教
育
方
針
が
述
べ
ら
れ
た
「
弘
道
館
記
」
に
は
、
神
儒
一
致
、
忠
孝
一
致
、
文
武
一
致
、
学
問

事
業
一
致
、
治
教
一
致
が
記
さ
れ
、
実
践
的
学
問
を
追
究
す
る
学
校
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

弘
道
館
の
初
代
頭
取
に
任
ぜ
ら
れ
た
会
沢
正
志
斎
は
、
幕
末
の
志
士
の
必
読
書
と
さ
れ
た
『
新
論
』
の

著
者
で
も
あ
り
、
当
代
一
流
の
学
者
で
あ
っ
た
。
先
の
「
弘
道
館
記
」
が
公
示
さ
れ
た
の
は
天
保
九
年
（
一

八
三
八
）
で
あ
る
が
、
正
志
斎
は
こ
れ
よ
り
約
八
年
前
に
『
学
制
略
説
』
と
「
学
問
所
建
設
意
見
書
稿
」

を
認
め
、
今
後
必
要
と
さ
れ
る
学
校
制
度
に
つ
い
て
も
提
示
し
て
い
た
。
『
新
論
』
が
国
際
化
に
直
面
し

て
い
る
日
本
の
現
状
を
、
人
々
に
開
示
し
た
書
物
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
著
者
に
よ
る
教
育
構
想
は
、

次
世
代
を
意
識
し
た
学
校
教
育
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、

弘
道
館
教
育
の
背
景
と
理
念
、
そ
し
て
正
志
斎
の
教
育
思
想
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
新
時
代
を
見
据
え
た

教
育
内
容
と
漢
文
古
典
の
役
割
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
示
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
国
際
情
勢
の
変
化
と
学
問
観

①
『
新
論
』
「
形
成
」
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

夫
古
者
夷
狄
為
邊
患
者
、
熊
襲
也
、
隼
人
也
、
蝦
夷
蝦
狄
也
、
及
其
馴
服
、
而
海
外
修
貢
者
三
韓
也
、
粛

慎
渤
海
諸
國
也
、
其
為
寇
賊
者
女
真
蒙
古
、
〔
女
真
既
破
契
丹
、
将
侵
宋
、
寛
仁
中
寇
筑
紫
、
世
称
為
刀

伊
賊
、
後
二
百
餘
年
、
蒙
古
強
盛
、
称
雄
西
北
、
将
併
宋
、
亦
寇
筑
紫
、
是
其
為
寇
害
者
、
皆
在
彼
図
南

之
時
也
、
〕
而
阻
狂
瀾
怒
濤
、
卒
不
能
為
深
患
、
當
是
之
時
、
神
州
四
面
皆
海
、
号
為
天
険
、
今
西
夷
駕

巨
艦
大
舶
、
電
奔
數
万
里
、
駛
如
風
飈
、
視
大
洋
為
坦
路
、
數
万
里
之
外
、
直
為
隣
境
、
四
面
皆
海
、
則

無
所
不
備
、
向
者
所
謂
天
険
者
、
乃
今
之
所
謂
賊
衝
也
、
而
保
疆
安
邊
者
、
豈
得
執
疇
昔
之
跡
、
以
論
今

日
之
勢
哉
。
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（
夫
れ
古
者
、
夷
狄
の
邊
患
を
為
せ
し
も
の
は
、
熊
襲
な
り
、
隼
人
な
り
、
蝦
夷
、
蝦
狄
な
り
。
そ
の
馴

服
す
る
に
及
び
て
、
海
外
の
貢
を
修
め
し
も
の
は
三
韓
な
り
、
粛
慎
、
渤
海
の
諸
國
な
り
。
そ
の
寇
賊
を

な
せ
し
も
の
は
、
女
真
、
蒙
古
な
り
〔
女
真
は
既
に
契
丹
を
破
り
、
将
に
宋
を
侵
さ
ん
と
し
、
寛
仁
中
、

筑
紫
に
寇
す
。
世
に
称
し
て
刀
伊
の
賊
と
な
す
。
後
二
百
餘
年
、
蒙
古
強
盛
に
し
て
、
雄
を
西
北
に
称
し
、

将
に
宋
を
併
せ
ん
と
し
、
ま
た
筑
紫
に
寇
す
。
こ
れ
そ
の
寇
害
を
な
せ
し
も
の
、
皆
、
彼
の
南
を
図
る
の

時
に
在
り
し
な
り
〕
。
而
し
て
狂
瀾
怒
濤
に
阻
ま
れ
て
、
卒
に
深
患
を
な
す
能
わ
ざ
り
き
。
こ
の
時
に
當

た
り
、
神
州
は
四
面
皆
海
に
し
て
、
号
し
て
天
険
と
な
せ
り
。
今
、
西
夷
は
巨
艦
大
舶
に
駕
し
、
電
奔
す

る
こ
と
數
万
里
、
駛
す
る
こ
と
風
飈
の
ご
と
く
、
大
洋
を
視
て
坦
路
と
な
し
、
數
万
里
の
外
も
直
ち
に
隣

境
と
な
す
。
四
面
皆
海
な
れ
ば
、
則
ち
備
え
ざ
る
と
こ
ろ
な
し
。
向
に
所
謂
天
険
な
り
し
も
の
は
、
乃
ち

今
の
所
謂
賊
衝
な
り
。
而
る
に
疆
を
保
ち
邊
を
安
ん
ず
る
も
の
、
豈
に
疇
昔
の
跡
を
執
り
て
、
以
て
今
日

の
勢
を
論
ず
る
を
得
ん
や
。
）

②
『
新
論
』
「
国
体

中
」
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

論
者
徒
見
治
強
之
跡
、
而
忘
衰
弱
之
勢
、
頑
然
視
猶
文
禄
慶
長
之
舊
、
何
其
惑
也
、
今
虜
犬
羊
之
性
、
雖

不
足
与
較
長
短
、
而
其
俗
残
忍
、
日
尋
干
戈
、
勢
不
得
愚
弱
其
民
以
自
立
國
、
故
闔
國
皆
可
籍
為
兵
、
又

徴
役
海
外
諸
蛮
、
未
可
侮
以
為
寡
也
、
各
國
戦
争
、
民
習
於
兵
、
未
可
侮
以
為
弱
也
、
用
妖
教
以
誘
其
民
、

民
心
皆
一
、
足
以
戦
矣
、
巨
艦
大
礮
、
固
其
長
技
、
足
以
嚇
人
矣
、
由
是
毎
雄
視
海
上
、
逞
其
呑
噬
、
未

可
侮
以
為
愚
也
、
而
今
欲
応
之
、
豈
可
徒
恃
自
愚
自
弱
之
餘
謀
安
坐
高
枕
、
無
所
變
通
哉
、
愚
民
弱
兵
、

雖
為
治
之
奇
策
、
而
利
之
所
在
、
弊
亦
随
之
、
不
得
不
矯
之
、
今
幕
府
之
議
既
決
擯
虜
、
則
轉
寡
為
聚
、

更
弱
為
強
、
其
勢
之
不
可
得
已
者
也
、

（
論
者
は
た
だ
治
強
の
跡
の
み
を
見
て
、
衰
弱
の
勢
を
忘
れ
、
頑
然
と
し
て
視
る
こ
と
、
な
お
文
禄
、
慶

長
の
舊
の
ご
と
し
。
何
ぞ
そ
れ
惑
え
る
や
。
今
、
虜
は
犬
羊
の
性
に
し
て
、
与
も
に
は
長
短
を
較
ぶ
る
に

足
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
そ
の
俗
は
残
忍
に
し
て
、
日
に
干
戈
を
尋
ぎ
、
勢
そ
の
民
を
愚
弱
に
し
て
、

以
て
自
か
ら
国
を
立
つ
る
を
得
ず
。
故
に
闔
國
皆
籍
し
て
兵
と
な
す
べ
く
、
ま
た
役
を
海
外
の
諸
蛮
に
徴

す
れ
ば
、
未
だ
侮
り
て
以
て
寡
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
各
國
戦
争
し
、
民
は
兵
に
習
え
ば
、
未
だ
侮

り
て
、
以
て
弱
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
妖
教
を
用
い
て
以
て
そ
の
民
を
誘
い
、
民
心
皆
一
な
れ
ば
、

以
て
戦
う
に
足
る
。
巨
艦
、
大
礮
は
、
固
よ
り
そ
の
長
技
な
れ
ば
、
以
て
人
を
嚇
す
に
足
る
。
こ
れ
に
由

り
て
毎
に
海
上
に
雄
視
し
、
そ
の
呑
噬
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
未
だ
侮
り
て
以
て
愚
と
な
す
べ
か
ら
ざ
る
な

り
。
し
か
も
今
、
こ
れ
に
応
ぜ
ん
と
欲
す
。
豈
に
た
だ
自
か
ら
愚
に
し
自
か
ら
弱
む
る
の
餘
謀
の
み
を
恃

み
て
、
安
坐
高
枕
し
、
變
通
す
る
と
こ
ろ
な
か
る
べ
け
ん
や
。
民
を
愚
に
し
兵
を
弱
く
す
る
は
、
治
を
な

す
の
奇
策
な
り
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
利
の
在
る
と
こ
ろ
、
弊
も
ま
た
こ
れ
に
随
へ
ば
、
こ
れ
を
矯
め
ざ

る
を
得
ず
。
今
、
幕
府
の
議
、
既
に
虜
を
擯
く
る
に
決
し
た
れ
ば
、
則
ち
寡
を
轉
じ
て
衆
と
な
し
、
弱
を

更
め
て
強
と
な
す
は
、
そ
の
勢
の
得
て
已
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
）
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二
、
弘
道
館
教
育
の
特
色

③
「
弘
道
館
記
」
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
弘
道
館
記
碑
文
。

嗚
嘑
我
國
中
士
民
、
夙
夜
匪
解
、
出
入
斯
館
、
奉
神
州
之
道
、
資
西
土
之
教
、
忠
孝
无
二
、
文
武
不
岐
、

学
問
事
業
、
不
殊
其
効
、
敬
神
崇
儒
、
無
有
偏
党
、
集
聚
思
、
宣
群
力
、
以
報
国
家
無
窮
之
恩
、
則
豈
徒

祖
宗
之
志
弗
堕
、
神
皇
在
天
之
霊
亦
将
降
鑒
焉
、

（
嗚
嘑
、
我
が
國
中
の
士
民
、
夙
夜
解
ら
ず
、
斯
の
館
に
出
入
し
、
神
州
の
道
を
奉
じ
、
西
土
の
教
を
資

り
、
忠
孝
二
无
く
、
文
武
岐
れ
ず
、
学
問
事
業
そ
の
効
を
殊
に
せ
ず
、
神
を
敬
い
儒
を
崇
び
、
偏
党
あ
る

な
く
、
聚
思
を
集
め
群
力
を
宣
べ
、
以
て
国
家
無
窮
の
恩
に
報
い
な
ば
、
則
ち
豈
に
た
だ
に
祖
宗
の
志
、

堕
ち
ざ
る
の
み
な
ら
ん
や
、
神
皇
在
天
の
霊
も
、
ま
た
将
に
降
鑒
し
た
ま
わ
ん
と
す
。
）

④
『
弘
道
館
記
述
義
』
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
彰
考
館
所
蔵
。

学
問
事
業
、
不
殊
其
効
。

臣
彪
謹
案
、
学
所
以
学
道
、
問
所
以
問
道
、
而
事
業
所
以
行
其
道
、
譬
諸
工
匠
、
必
先
学
規
矩
然
後
従
事

於
経
営
、
抑
天
下
工
匠
何
限
、
其
良
者
能
建
宮
殿
、
造
楼
閣
、
雖
其
極
拙
者
、
未
嘗
有
不
堪
一
廬
舎
之
役

者
焉
、
古
今
学
者
亦
多
矣
、
其
事
業
卓
然
不
朽
者
、
何
其
寥
寥
也
、
夫
天
下
之
欲
造
営
殿
楼
閣
者
、
必
皆

委
任
良
工
、
雖
一
廬
舎
之
微
、
亦
必
俟
匠
人
而
為
之
、
故
工
匠
常
得
試
其
規
矩
、
至
為
国
家
則
不
必
用
学

道
之
人
、
或
用
之
亦
不
必
任
之
、
故
学
者
常
不
得
行
其
道
、
其
勢
然
也
、
用
与
不
用
在
人
、
学
与
不
学
在

己
、

（
「
学
問
事
業
、
其
の
効
を
殊
に
せ
ず
。
」

臣
彪
、
謹
ん
で
案
ず
る
に
、
「
学
」
は
道
を
学
ぶ
所
以
、
「
問
」
は
道
を
問
う
所
以
に
し
て
、
「
事
業
」
は

そ
の
道
を
行
う
所
以
な
り
。
こ
れ
を
工
匠
に
譬
う
る
に
、
必
ず
先
ず
規
矩
を
学
び
て
、
然
る
後
に
経
営
に

従
事
す
。
そ
も
そ
も
天
下
の
工
匠
何
ぞ
限
り
あ
ら
ん
。
そ
の
良
き
者
は
、
よ
く
宮
殿
を
建
て
、
楼
閣
を
造

る
。
そ
の
極
め
て
拙
な
る
者
と
い
え
ど
も
、
未
だ
嘗
て
一
廬
舎
の
役
に
堪
え
ざ
る
者
あ
ら
ず
。
古
今
の
学

者
も
ま
た
多
し
。
そ
の
事
業
の
卓
然
と
し
て
朽
ち
ざ
る
者
は
、
何
ぞ
そ
れ
寥
寥
た
る
。
夫
れ
天
下
の
宮
殿

楼
閣
を
造
ら
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ず
皆
良
工
に
委
任
す
。
一
廬
舎
の
微
な
る
と
い
え
ど
も
、
ま
た
必
ず

匠
人
を
俟
ち
て
こ
れ
を
為
る
。
故
に
工
匠
は
常
に
そ
の
規
矩
を
試
み
る
こ
と
を
得
る
も
、
国
家
を
為
む
る

に
至
っ
て
は
、
則
ち
必
ず
し
も
道
を
学
ぶ
の
人
を
用
い
ず
。
或
い
は
こ
れ
を
用
う
る
も
、
ま
た
必
ず
し
も

こ
れ
に
任
ぜ
ず
。
故
に
学
ぶ
者
は
常
に
そ
の
道
を
行
う
を
得
ず
。
そ
の
勢
い
然
る
な
り
。
用
う
る
と
用
い

ざ
る
と
は
人
に
在
り
、
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
は
己
に
在
り
。
）
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三
、
会
沢
正
志
斎
の
教
育
思
想

⑤
『
下
学
邇
言
』
「
論
學
」
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
茨
城
県
立
歴
史
館
所
蔵
。

教
者
所
以
明
人
倫
、
天
叙
有
典
、
而
聖
人
惇
之
、
天
秩
有
禮
、
而
聖
人
庸
之
、
父
子
之
親
、
君
臣
之
義
、

夫
婦
之
別
、
長
幼
之
序
、
朋
友
之
信
、
皆
寓
之
禮
樂
、
少
而
習
之
、
長
而
行
之
、
所
以
納
民
於
軌
物
、
而

教
育
英
才
、
供
國
家
之
用
矣
、
大
學
以
擧
俊
秀
、
肄
大
禮
大
儀
、
小
學
以
平
居
講
習
、
爲
入
大
學
之
資
、

大
學
之
設
、
所
以
綱
紀
小
學
之
教
、
而
収
其
成
功
也
。
小
學
有
門
闈
之
學
、
有
鄕
黨
之
學
、
鄕
學
以
教
士

民
、
要
在
養
賢
能
勵
風
俗
、
門
闈
則
以
教
國
子
、
要
在
知
國
之
中
失
、
成
宰
輔
之
器
、
皆
教
以
實
事
、
而

用
之
實
行
、
故
古
之
教
者
、
成
德
達
材
、
導
以
行
事
、
而
不
喩
以
口
舌
、
其
所
爲
教
者
、
易
簡
而
易
知
、

（
教
は
人
倫
を
明
か
に
す
る
所
以
な
り
。
天
、
有
典
を
叙
し
て
、
聖
人
之
を
惇
く
す
。
天
、
有
禮
を
秩
し

て
、
聖
人
之
を
庸
う
。
父
子
の
親
、
君
臣
の
義
、
夫
婦
の
別
、
長
幼
の
序
、
朋
友
の
信
は
、
皆
之
を
禮
樂

に
寓
す
。
少
う
し
て
之
を
習
い
、
長
じ
て
之
を
行
う
。
民
を
軌
物
に
納
れ
、
而
し
て
英
才
を
教
育
し
、
國

家
の
用
に
供
す
る
所
以
な
り
。
大
學
は
以
て
俊
秀
を
擧
げ
、
大
儀
大
禮
を
肄
わ
す
。
小
學
は
以
て
平
居
講

習
し
、
大
學
に
入
る
の
資
と
な
す
。
大
學
の
設
け
は
、
小
學
の
教
を
綱
紀
し
て
そ
の
成
功
を
収
む
る
所
以

な
り
。
小
學
に
門
闈
の
學
あ
り
、
鄕
黨
の
學
あ
り
。
鄕
黨
は
以
て
士
民
を
教
う
。
要
は
賢
能
を
養
い
、
風

俗
を
勵
ま
す
に
あ
り
。
門
闈
則
ち
以
て
國
子
を
教
う
。
要
は
國
の
中
失
を
知
り
、
宰
輔
の
器
を
成
す
に
あ

り
。
皆
、
教
う
る
に
實
事
を
以
て
し
て
、
之
を
實
行
に
用
う
。
故
に
古
の
教
に
、
德
を
成
し
材
を
達
し
、

導
く
に
行
事
を
以
て
し
て
、
喩
す
に
口
舌
を
以
て
せ
ず
。
そ
の
教
を
な
す
所
の
者
は
、
易
簡
に
し
て
知
り

易
し
。
）

⑥
『
息
邪
漫
録
』
「
學
校
」
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
。

西
洋
諸
國
、
學
校
を
設
て
人
に
教
る
ハ
盛
事
也
。
然
と
も
其
教
と
す
る
所
ハ
天
文
、
地
理
、
醫
術
、
物
産
、

諸
國
の
言
語
等
の
み
に
し
て
、
人
倫
を
明
に
す
る
事
を
不
知
。
（
中
略
）
其
教
是
等
の
事
の
み
に
し
て
人

倫
を
明
に
し
て
忠
孝
仁
義
を
以
人
心
を
磨
礪
す
る
事
ハ
露
は
か
り
も
な
く
、
礼
樂
を
以
中
と
和
と
を
教
へ
、

風
俗
を
正
く
す
る
事
も
な
く
、
教
る
所
ハ
巧
藝
と
博
物
と
に
過
す
。
人
に
し
て
人
倫
を
知
さ
レ
ハ
禽
獣
に

近
し
。
心
は
禽
獣
に
し
て
巧
藝
博
物
の
み
な
れ
ハ
蜘
の
網
を
巧
に
し
、
蜂
の
巣
を
巧
に
す
る
に
異
な
ら
す
。

本
な
く
し
て
末
を
務
る
も
の
ハ
巧
緻
廣
博
を
極
た
り
と
も
貴
ふ
に
足
ら
す
。
故
に
足
を
嘬
み
口
を
嘗
る
類

の
陋
習
あ
り
。
人
に
し
て
犬
羊
に
等
し
と
云
へ
し
。


